
地域包括ケアシステム構築に
向けた取組について

第６期介護保険事業（支援）計画の策定準備等に係る担当者会議

平成25年7月29日（月）
厚生労働省老健局振興課

資 料 ４

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

２０２５年の地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね

３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護

・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入

所

・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステム
○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、
重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるようになります。
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために
も、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づ
き、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

認知症の人
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○地域資源の発掘

○地域リーダー発掘

○住民互助の発掘

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図）

地域の課題の把握と

社会資源の発掘

地域の関係者によ
る対応策の検討

対応策の

決定・実行

地域ケア会議の実施

地域包括支援センター等で
個別事例の検討を通じ地域

のニーズや社会資源を把握

※ 地域包括支援センター
では総合相談も実施。

日常生活圏域ニーズ調査
等

介護保険事業計画の策定のた
め日常生活圏域ニーズ調査を
実施し、地域の実態を把握

医療・介護情報の
「見える化」
（随時）

他市町村との比較検討

ＰＤＣＡサイクル

量
的
・
質
的
分
析

■都道府県との連携

（医療・居住等）

■関連計画との調整
・医療計画
・居住安定確保計画
・市町村の関連計画

等

■住民参画
・住民会議
・セミナー

・パブリックコメント
等

■関連施策との調整
・障害、児童、難病施策等
の調整

事
業
化
・
施
策
化
協
議

■介護サービス
・地域ニーズに応じた在宅
サービスや施設のバラン
スのとれた基盤整備

・将来の高齢化や利用者数
見通しに基づく必要量

■医療・介護連携
・地域包括支援センターの
体制整備（在宅医療・介
護の連携）

・医療関係団体等との連携

■住まい
・サービス付き高齢者向け
住宅等の整備

・住宅施策と連携した居住
確保

■生活支援／介護予防
・自助（民間活力）、互助
（ボランティア）等によ
る実施

・社会参加の促進による介
護予防

・地域の実情に応じた事業
実施

■人材育成

［都道府県が主体］
・専門職の資質向上
・介護職の処遇改善

■地域課題の共有
・保健、医療、福祉、
地域の関係者等の協
働による個別支援の充実

・地域の共通課題や好
取組の共有

■年間事業計画への反映

具
体
策
の
検
討

社会資源

介護保険事業計画の策定等

地域ケア会議 等

□高齢者のニーズ

□住民・地域の課題

□社会資源の課題
・介護

・医療
・住まい
・予防

・生活支援

□支援者の課題
・専門職の数、資質
・連携、ﾈｯﾄﾜｰｸ

課 題
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地域包括ケアシステム構築
へ向けた取組事例

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、各自治体では、
地域の特性・実情に応じた地域包括ケアシステム構築へ向けた取組
みが進められています。

厚生労働省においても、各自治体における取組事例を全国で共有
して、取組みを推進することを目的に、全国の自治体の協力を仰ぎ、
先駆的な取組事例をとりまとめているところです。（今年度の調査
研究で有識者に参画いただき、とりまとめていく予定）

収集した事例については、今後厚生労働省ＨＰ等で掲載していく
予定ですが、この度、収集した事例（地域包括ケア全般にわたるも
のの他、医療・介護・予防・生活支援・住まいなど、特色ある分野
の取組を中心とした事例）の中から、各自治体の参考になると考え
られるいくつかの取組事例をとりまとめましたので、ご紹介いたし
ます。

市区町村 都道府県 取組の概要 目次

世田谷区 東京都
都市部での医療・介護・予防・生活支援・住まいの一体的な
提供に関する取組

5

長岡市 新潟県
小地域での医療・介護・予防・生活支援・住まいの一体的な
提供に関する取組

9

南部町 鳥取県 既存資源を活用した共同住宅による低所得者の住まいの確保 13

柏市 千葉県 行政と医師会の協働による在宅医療の推進と医療介護連携 17

四日市市 三重県
社会福祉法人と地域組織の協働による日常生活支援体制の構
築

21

竹田市 大分県
介護保険外のサービスの開発とそれを活用した介護予防と自
立生活支援

25

上天草市 熊本県 離島における在宅生活の基盤づくり 29

川越市 埼玉県 認知症施策と家族支援 33

大和村 鹿児島県 住民が自ら考える互助の地域づくり 37

境港市・米子市 鳥取県 特養等の施設機能を地域に展開 41
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地域包括ケアシステム構築
へ向けた取組事例

～東京都世田谷区の取組～

都市部の世田谷らしい

地域包括ケアシステムの構築

1

●地域概況

東京２３区西部に位置し、人口規模

は２３区中最大。都内有数の住宅地で

あるとともに、大規模な都市公園や商

業地、私立学校等を有す。

区では、区民主体のまちづくりや地

域活動団体・ＮＰＯ・事業者等との協

働を推進しており、住民主体の地域活

動が活発に行われている。

●人口 ８６６，０６３人

●高齢化率

６５歳以上 １９．２９％

７５歳以上 ９．７７％

～自治体の概要～

東京都世田谷区

区民の土地を一般に
開放した市民緑地

（北烏山九丁目屋敷林）

世田谷区の位置

私有の建物等を活用した地域
活動と交流の拠点マップ
【地域共生のいえ】

©世田谷トラストまちづくり

世田谷区の地域図

2
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世田谷区の地域包括ケアシステムのイメージ図
世田谷区

総合支所
・相談支援
・あんしんすこやかセンタ
ーのバックアップ
・虐待対応
・権利擁護（成年後見等）
・緊急対応 等

病院・診療所
調剤薬局

医師会
歯科医師会
薬剤師会

２７の日常生活圏域

隣接する
日常生活圏域

５つの地域

○定期巡回・随時
対応型訪問介護看
護
○小規模多機能型
居宅介護
・要介護高齢者等
の在宅生活を２４
時間３６５日支援

○特別養護老人ホーム

本庁
・全区的な施策の展開
・事業者指導 等

介護

医療

住まい 生活支援

予防

高齢者

ケアマネジャー

かかりつけ医等

あんしんすこやかセンター
(地域包括支援センター)等

民生委員

町会・商店街等

サービス付き
高齢者向け住宅

配食サービス
事業者等

訪問介護
事業者等

医療連携推進協議会による
福祉と医療の連携の推進

地区社協

区の特徴的な 取り組み

ふれあい・いきいきサロン、
支えあいミニデイ、ふれあいサービス

★あんしん見守り事業

地区高齢者見守りﾈｯﾄﾜｰｸ

★民生委員ふれあい訪問

○介護老人保健施設

○都市型軽費老人ホーム
・低額な料金で入居できる
小規模な生活の場

○認知症対応型通所介護
○認知症高齢者グループ
ホーム

成年後見
センター

福祉人材育成
・研修センター

成年後見制度の推進と
区民成年後見人の養成

福祉人材の発掘・確保、
定着・育成支援

シルバーピア
(都・区営住宅)

○特定施設入居者
生活介護(有料ホーム)

高齢者クラブ

介護予防ﾓﾃﾞﾙ事業

認知症初期集中
チームモデル支援

家族会支援

高齢者安心ｺｰﾙ

○地域の豊富な資源やネットワークを区として最大限活用して、区内５地域（世田谷・北沢・玉
川・砧・烏山）・27の日常生活圏域を基本としつつ、区全体で地域包括ケアシステムを構築 3

● 区独自に全高齢者実態把握調査を実施。その中で一人暮らし高齢者

や高齢者のみ世帯の合計が約半数を超えている実態が明らかに

● 第４期介護保険事業計画での課題を抽出

● 第５期介護保険事業計画の策定に向けたパブリックコメントで、

身近な地域での健康づくりや介護予防の重要性等について、住民から

の多くの意見

～取組の概要～ 第５期事業計画より開始

取組の経緯

（背景・地域の課題）

（取組のポイント）

● 地域包括ケアシステムの５つの要素をバランスよく取込んだ

特徴的な取組み

①医療 ⇒世田谷区医療連携推進協議会による在宅医療推進の取組

②介護 ⇒定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用・事業展開の推進

③予防 ⇒社会参加を通じた介護予防による高齢者の居場所と出番の創出

④住まい⇒認知症高齢者ＧＨや社会資源等を有効活用した都市型軽費老人ホーム等の整備

⑤生活支援⇒住民団体・社会福祉協議会主体の地域活動の推進 …等

● ＮＰＯ・事業者・大学・行政等約70団体が連携・協力して、高齢者の社会参加の場や機会

づくり、応援を行う「せたがや生涯現役ネットワーク」を作るなど、社会参加を促進

高齢化の実態
地域住民の
意見

地域課題

世田谷らしい
「地域包括ケアシステム」

の構築

第４期計画
の課題

住み慣れた地域で、いつまで
も安心して暮らし続けられる

地域社会の実現

基本理念

4
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●モデル事業実施の実績を活かし、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を平成24年4月から区内全域で提供
できる体制を確保し、計画的に整備を推進

●新サービスの普及に向け、利用者や介護事業者等へ
パンフレットや事例集を配布

介護
安心できる
高齢者の

在宅生活の実現

●地域包括支援センターによる社会資源を活用した高

齢者の居場所づくり（喫茶店・大学等の活用）
●中高年層ボランティアの活動促進（買い物支援等）

●リハ職等専門職による訪問で生活機能低下に対応
（環境調整、動作指導等）

予防

高齢者の居場所
と出番の創出
（モデル事業によ
る新たな介護予防

の取組）

●区立高齢者センターを民営化し、デイサービス・

ショートステイに併設した都市型軽費老人ホームを
オープン（H25.8月開設予定）

●都営住宅建替え跡地に整備される特養への都市型軽
費老人ホームの併設

住まい

社会資源の
有効活用による
低所得高齢者等
の居住の場の

確保

●地域資源（空き家・空き部屋等）をうまく活用した

地域活動（サロンやミニデイ等）の拠点整備
●社協主体の生活支援サービスの提供（ふれあいサー

ビス事業）や住民ボランティアの立ち上げ・運営支援

生活
支援

公的サービス
以外の

地域活動・資源
の活用

●連絡会等による福祉と医療の顔のみえる関係づくり

●ケアマネタイムや医療と介護の連携シートによる福
祉と医療の情報の共有化

などの取組を、医療関係者やケアマネジャー等で構成
する世田谷区医療連携推進協議会を中心に推進

医療
在宅医療の充実
に向けた

連携体制づくり

世田谷区の特徴的な取組

分野 取組の背景 取組のポイント

医療と福祉の連携に向けた体制イメージ

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護の
パンフレット

©茶論ＯＮＥＣＯＩＮＥ

ボランティアが添乗

福祉施設の送迎車両の遊休
時間帯を利用した買物ツアー

ふれあいサービス事業

の実績（H24年）
○協力会員：634名

○利用会員：1,241名
○サービス利用時間：
39,055時間

オーナーが自宅の車庫を改修して、
住民の地域活動と交流の場として提供
（一財）世田谷トラストまちづくり

＜地域共生のいえ＞ 5
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地域包括ケアシステム構築
へ向けた取組事例

～新潟県長岡市の取組～

小地域での医療・介護・予防・生活支援・

住まいの一体的な提供に関する取組

6

●地域概況

新潟県の中央部に位置し、信濃川が市
内中央に流れる国内有数の豪雪地帯。平
成の大合併の結果、守門岳から日本海ま
で広大な市域を有するようになった。

コシヒカリを始めとする農業や日本海
側の漁業のほか、機械金属関連産業が基
幹産業となっている。

●人口 ２８１，１００人

●高齢化率

６５歳以上 ２６．４％

７５歳以上 １４．４％

～自治体の概要～

新潟県長岡市

長岡まつりの大花火大会

コシヒカリ

7
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○長岡駅を中心とするエリアに、13カ所のサポートセンターを設置
○サポートセンターごとに、住まい・医療・介護・予防・生活支援などのサービスを組み合
わせて一体的に提供

市の委託による地域包括支援センター（2カ所）、地域密着型特養、小規模多機能型
居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、高齢者向け住宅、配食サービス、地

域交流スペースなどの保険外サービス等

地域包括ケアシステムをめざして、法人主導から官民共同の取組へ

世代間交流や居場所づくり

8

●平成1４年 社会福祉法人長岡福祉協会は、バリアフリーの住環境と、24時間

連続した看護・介護・入浴・食事等のサービスを「今までの暮らし

の中」において小地域完結型で提供できる集合体をめざし、独自に

「サポートセンター」を設立

●平成16年 自法人以外の民間事業者との協働によるサポートセンターを設置

長岡市役所の支援による民間の高齢者向け住宅を併設し、多様な

ニーズに対応したサービス提供により、地域生活の継続を支援

●以降、行政、医療機関、介護サービス事業者、民間事業者と連携し、一体的な
サービス提供のための基盤整備を行い、13カ所のサポートセンターを設置

●地元住民の理解を得るための創意工夫もなされている

～取組の概要～ 平成14年度より開始

取組の経緯

（背景・地域の課題）

（取組のポイント）

● 施設でも自宅でもない新たな在宅介護として、多様な生活スタイルやニーズ

に対応するためのサービス提供体制を官民協働で整備

⇒小地域完結型のサポートセンター

● 地元町内会と事業所が連携して行事を開催し、住民との信頼関係を構築

● 今後介護サービスを利用することとなる団塊の世代向けの雰囲気づくり

（実施主体） 長岡市、（社福）長岡福祉協会
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取組に係る財源

●地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 ６，２９６千円

●地域介護・福祉空間整備推進交付金 ３，０００千円

開設時に町内会役員へのあいさつ、説明

町内会の祭りで神輿の休憩場所を探しているとの話を知り、
休憩場所として提供。

現在は、町内と連携して、七夕、ひな祭りや文化祭などの
イベントを開催。子どもたちが遊びに寄ることも。

月１回、摂田屋カフェと称して飲み物やデザートを提供するな
ど、イベント以外でも立ち寄ってもらえる雰囲気づくり

地域住民から地域の交流拠点を使いたいと提案がある

地域の交流拠点に関する取り組みの経緯と今後の目標

今、力を入
れていること

目標

当初は、考え方を受
け入れてもらえず。

転機

小規模多機能型居宅介護施設における交流スペースの取組事例

● 小規模多機能型居宅介護事業所が地域に開かれたものとなるよう取り組みを
進めてきたが、当初は地元町内会の理解を得られなかった。

● 町内の祭りの際に、事業所を休憩場所として提供したことを契機に、事業所
のイベントに住民が参加するなど、地域との交流が生まれている。

10

取組に必要なネットワーク

●介護サービス事業所、医療機関等

●民間事業者（配食、生活支援等）

●地元住民（町内会等）

取組の効果

今後の展望

● 地元住民側から積極的に事業所を使用したいという提案をしてもらえるよ
うな関係づくりを行う。

● 将来的には、老人福祉センターの娯楽室用のように来館者が自由に使える
場を目指す。

● 子どもから大人まで、事業所に対する地域住民の理解が得られた。

● 町内会の役員会を交流拠点で開催するなど、町内会との関係ができた。

● 子どもたちが自然と遊びに立ち寄れる身近な場所となった。
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